
学校法⼈セムイ学園 
 

敷地内全⾯禁煙の基本⽅針 

 
健康増進法の改正に伴い、2019 年 7 ⽉ 1 ⽇から、学校に対して、受動喫煙を防⽌する義

務が課せられることになりました。 
 
（条⽂） 

健康増進法第 25 条の 5（多数の者が利⽤する施設における受動喫煙の防⽌） 
 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展⽰場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲
⾷店その他の多数の者が利⽤する施設を管理する者は、これらを利⽤する者について、望ま
ない受動喫煙を防⽌するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。 

 
この条⽂の趣旨は、学校において、敷地内で全⾯禁煙を実施することを求めています。 

この健康増進法の改正を受けて、本学は、未成年者を含む学⽣や教職員はもとより、多くの
⼈が集まる公共性の⾼い教育機関であることを踏まえ、学⽣・教職員の健康増進を図り、安
⼼・安全、快適な教育環境を⽬指して、平成 31 年 4 ⽉ 1 ⽇から学園敷地内全⾯禁煙を実施
します。 
 
1. 対象者及び対象地域 

対象者は、本学の学⽣・保護者等、教職員及びその他本学を利⽤する者とし、 校舎
及び付属施設を対象とし、建物内、駐輪場、屋上等を含む敷地内全体とする。 敷地外
であっても周辺への迷惑となる喫煙は禁⽌する。 

2. 受動喫煙防⽌の推進について 
本学は、敷地外周辺での喫煙者に対し、周囲の⼈への受動喫煙に配慮するよう注意喚

起を⾏う。 
3. 禁煙促進のための啓発活動 

本校は、校内に、喫煙対策に関する情報発信、啓発及び周知を⾏う。 


